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町の施策・情報をお伝えします。

町からのお知らせ

実質公債比率の推移
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◎指標の推移は、次のとおりです

愛南町の健全化判断比率(4つの指標)は、次のとおりです

愛南町 実質赤字比率（％） 連結実質赤字比率（％） 実質公債費比率（％） 将来負担比率（％）

平成29年度決算 － －   6.1 　6.3

早期健全化基準 13.36 18.36 25.0 350.0

財政再生基準 20.00 30.00 35.0 

　愛南町の指標の数値が、早期健全化基準や財政再生基準を1つでも上回れば、財政健全化計画の策定が義務付けら
れたり、地方債の起債が制限されたりするようになります。

　町の財政状況は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、次の財政指標で判断されるこ
ととなっています。この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表制度を設け、早期
の段階で財政の規律強化を図ることを目的としており、今までの普通会計のみならず、特別会計や一
部事務組合、第三セクターなども対象としています。

◎４つの指標の内容は、次のとおりです

実 質 赤 字 比 率

　実質収支（赤字の場合）の標準財政規模に対する割合で、黒字であれば実質赤字比率はなしと
考えます。
　※実質収支とは、歳入と歳出の差引額から翌年度に繰り越すべき財源（繰越明許費等）を控除
したものです。

連結実質赤字比率 　全会計を対象とした実質赤字（又は資金不足額）の標準財政規模に対する比率をいいます。

実 質 公 債 費 比 率
　一般会計等が負担する地方債の元利償還金に加え、特別会計や一部事務組合などへの公債費
のための繰出金・補助金等（準元利償還金）も含めた実質的な公債費の標準財政規模（元利償還
金等に係る基準財政需要額算入額を除く。）に対する比率（3か年平均）をいいます。

将 来 負 担 比 率
　地方債現在高や退職手当の負担見込額、第三セクター等に対する債務負担見込額など、一般
会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模（元利償還金等に係る基準財政需要額算
入額を除く。）に対する比率をいいます。

※標準財政規模：地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう一般財源の総額(規模)です。
　なお、愛南町における平成29年度の標準財政規模（臨時財政対策債を含む。）は、98億4,278万2千円です。

愛南町の平成29年度決算に基づく健全化判断比率等を公表します

資金不足比率（公営企業における指標）は、次のとおりです。

特別会計の名称 資金不足比率(%) 経営健全化基準(%) 　※資金不足比率が経営健全化基準を超
えた場合は、健全化判断比率が早期健全
化基準を超えた場合に準じた対応が求め
られます。

上水道事業会計 －

20.0

病院事業会計 －

小規模下水道特別会計 －

浄化槽整備事業特別会計 －

旅客船特別会計 －
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町の施策・情報をお伝えします。

町からのお知らせ

カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
実
証
実
験
に
つ
い
て

総
務
課
か
ら

Ｓ
Ｎ
Ｓ
セ
ミ
ナ
ー
、
参
加
者
募
集
！

商
工
観
光
課
か
ら

新
し
い
「
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
」
が
で
き
ま
し
た
！

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら

愛
南
ま
る
ゴ
チ
秋
の
味
覚
祭
を
開
催
し
ま
す

商
工
観
光
課
か
ら

　

こ
の
た
び
、
ネ
ッ
ツ
ト
ヨ
タ
瀬
戸

内
株
式
会
社
の
協
力
に
よ
り
カ
ー

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
導
入
の
た

め
の
実
証
実
験
を
行
う
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
こ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
自

動
車
を
複
数
の
個
人
お
よ
び
法
人
で

共
有
し
、
お
互
い
が
利
用
す
る
仕
組

み
で
す
。
車
両
を
ご
利
用
に
な
る
と

き
は
、
専
用
サ
イ
ト
か
ら
登
録
等
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

実
証
実
験
期
間

　

10
月
１
日
㈪
か
ら

 

12
月
31
日
㈪
ま
で

車
両　

ト
ヨ
タ 

ヴ
ィ
ッ
ツ（
ハ
イ
ブ

リ
ッ
ド
）　

１
台

車
両
設
置
場
所

　

愛
南
町
役
場
本
庁
駐
車
場

利
用
料
金

・
通
常
料
金　

２
０
０
円
／
15
分

・
パ
ッ
ク
料
金

　

６
時
間
パ
ッ
ク　

３
８
０
０
円

　

12
時
間
パ
ッ
ク　

６
３
０
０
円

　

24
時
間
パ
ッ
ク　

７
８
０
０
円

・
距
離
料
金　

15
円
／
走
行
㎞（
６

時
間
を
超
え
る
予
約
に
の
み
発
生
し

ま
す
。）

※
上
記
料
金
に
は
別
途
消
費
税
が
か

か
り
ま
す
。
な
お
、
ガ
ソ
リ
ン
代
や

保
険
料
は
含
ま
れ
ま
す
。

※
料
金
は
予
約
時
間
に
対
し
て
課
せ

ら
れ
、
最
も
安
い
金
額
が
自
動
で
適

用
さ
れ
ま
す
。

登
録
サ
イ
ト

問
合
せ　

　

ネ
ッ
ツ
ト
ヨ
タ
瀬
戸
内
株
式
会
社

　

カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
事
業
部

　

℡
０
８
９
―

９
２
３
―

５
０
０
０

　

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
経
験
豊
富
な
講
師
を

招
い
て
、
町
内
を
巡
り
、
ス
マ
ホ
、

デ
ジ
カ
メ
、一
眼
レ
フ
な
ど
、カ
メ
ラ

の
種
類
別
に
「
い
い
ね
！
」
が
多
く

も
ら
え
る
効
果
的
な
写
真
の
撮
り
方

を
解
説
し
ま
す
。
前
回
参
加
で
き
な

か
っ
た
方
も
、ま
だ
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
始
め
た

こ
と
が
な
い
方
も
、ス
マ
ホ
で
も
Ｏ
Ｋ

で
す
。
こ
れ
を
機
に
愛
南
町
の
魅
力

を
効
果
的
に
写
真
に
収
め
、
フ
ォ
ロ

ワ
ー
に
向
け
て
発
信
し
て
み
ま
せ
ん

か
。
当
日
は
石
窯
を
使
っ
た
ピ
ザ
焼

き
体
験
も
行
い
ま
す
。
お
誘
い
合
わ

せ
の
う
え
、ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
「
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
」
と
は
、
認
知

症
に
な
っ
て
も
住
み
慣
れ
た
場
所
で

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
、
認
知

症
の
相
談
窓
口
や
医
療
の
こ
と
、
暮

ら
し
の
こ
と
、
交
流
で
き
る
場
所
な

ど
に
つ
い
て
ま
と
め
た
冊
子
で
す
。

日
時　

11
月
４
日
㈰

　
　
　

10
時
か
ら
17
時

場
所　

愛
南
町
役
場（
２
階
第
一
会

議
室
）、
満
倉
小
学
校
、
観
自
在
寺

対
象
者　

Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
興
味
が
あ
る
愛

南
町
在
住
の
女
性

定
員　

先
着
20
人

参
加
料　

無
料
。
た
だ
し
昼
食
代
は

参
加
者
負
担
。

そ
の
他　

愛
南
町
役
場
か
ら
バ
ス
が

出
ま
す
。

申
込
締
切　

10
月
25
日
㈭

問
合
せ　

　

商
工
観
光
課 

℡
７
２
―

７
３
１
５

　

認
知
症
か
も
し
れ
な
い
と
不
安
に

思
っ
て
い
る
方
や
認
知
症
と
診
断
さ

れ
た
方
、介
護
家
族
、医
療
・
介
護
に

関
わ
る
方
な
ど
、
認
知
症
に
関
心
の

あ
る
方
に
配
布
し
ま
す
。
冊
子
は
、

役
場
支
所
お
よ
び
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
に
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

活
用
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
の

で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

℡
７
２
―

７
３
２
５

　

10
月
14
日
㈰
株
式
会
社
レ
ク
ザ
ム

愛
南
工
場
敷
地
内
で
、
愛
南
ま
る
ゴ

チ
秋
の
味
覚
祭
を
開
催
し
ま
す
。

　

会
場
に
は
、四
国
西
南
地
域
の
グ
ル

メ
が
大
集
合
。
リ
レ
ー
マ
ラ
ソ
ン
も

同
時
開
催
し
ま
す
。ご
家
族
お
誘
い
あ

わ
せ
の
上
、
ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
愛
南

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

　

商
工
観
光
課 

℡
７
２
―

７
３
１
５
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医療費助成制度についてお知らせします
町民課から

重度心身障害者医療費助成制度 ひとり親家庭医療費助成制度

内容 重度心身障がいの方が医療機関で受診した
場合に医療費の一部を助成する制度です。

ひとり親家庭の方が医療機関で受診した場
合に医療費の一部を助成する制度です。

対象 ①　身体障害者手帳1級・2級の交付を受
けている方

②　療育手帳A判定の交付を受けている方
③　身体障害者手帳3級～6級に該当し、

療育手帳B（医）判定の交付を受けてい
る方

①　ひとり親家庭の親および20歳未満の子
②　ひとり親家庭の20歳以上の子で大学

等に在学中の方
③　準ひとり親家庭（祖母と孫、祖父と

孫、姉と弟妹、兄と弟妹）
　①～③の対象のうち子どもの生計を維持
していること、親等に所得税が課税されて
いないことが条件です。

申請に必要
なもの

健康保険証、印鑑、身体障害者手帳または
療育手帳、マイナンバー確認書類　

健康保険証、印鑑、転入の場合は前住所
地の所得課税証明書（必要となる場合があ
ります）、子が20歳以上の場合は在学証明
書、戸籍謄本等（ひとり親であることが確
認できるもの）、マイナンバー確認書類　
（前年度非該当の方で、年度が変わり扶養
や収入等の増減により所得税が非課税に
なった場合は、新たに申請が必要です。）

病院にかか
るとき

医療機関窓口に健康保険証と重度心身障害
者医療費受給者証を提示してください。　

医療機関窓口に健康保険証とひとり親家庭
医療費受給者証を提示してください。

愛媛県外の病院にかかるときは、一旦窓口で医療費を支払い、後日役場の担当窓口で償
還払いの申請をしてください。申請期限は診療の翌月から起算して6か月以内です。

届出が必要
なとき

・　住所や氏名が変わったとき
・　障害認定等級の変更があったとき
・　更新手続きのとき　など

・　住所や氏名が変わったとき
・　子どもが20歳に達したとき
・　更新手続きのとき など

注意事項 他の公的医療制度（特定疾患、自立支援医
療など、国や県の制度）の資格をお持ちの
場合は、そちらが優先されますので、医療
機関窓口では、「健康保険証、重度心身障
害者受給者証」のほか、ご自身がお持ちの
受給者証も必ず提示してください。

所得税は当分の間、年少扶養控除等廃止
前の規定を適用する経過措置を設けていま
す。所得税の判定は控除廃止前の規定に
よって再計算するため、源泉徴収票等で課
税状態である方も該当する場合があります
ので、お気軽にご相談ください。

問合せ 　町民課 ℡７２ ―７３００　℻７２ ―１２１４
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町の施策・情報をお伝えします。

町からのお知らせ

２
０
１
８
年
漁
業
セ
ン
サ
ス
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

企
画
財
政
課
か
ら

納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
は

全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

若
紫
乃
の
会
か
ら
寄
贈

学
校
教
育
課
か
ら

　

平
成
30
年
11
月
１
日
現
在
で
「
２

０
１
８
年
漁
業
セ
ン
サ
ス
」
を
実
施

し
ま
す
。

　
「
漁
業
セ
ン
サ
ス
」
は
、
我
が
国

漁
業
の
生
産
構
造
、
就
業
構
造
を
明

ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
漁
村
、
水

産
物
流
通
・
加
工
業
な
ど
の
漁
業
を

と
り
ま
く
実
態
と
変
化
を
総
合
的
に

把
握
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
統
計
法

に
基
づ
い
て
５
年
ご
と
に
行
う
大
規

模
な
調
査
で
す
。

　

10
月
中
旬
か
ら
調
査
員
が
漁
業
関

係
者
の
方
々
を
訪
問
し
ま
す
の
で
、

調
査
票
に
漁
業
の
操
業
状
況
な
ど
の

記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
オ
ン
ラ

イ
ン
で
の
回
答
も
可
能
で
す
。

　
「
漁
業
セ
ン
サ
ス
」
は
、
漁
業
の

現
状
を
知
り
将
来
を
考
え
る
た
め
の

大
切
な
調
査
で
す
。
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
合
せ　

　

企
画
財
政
課 

℡
７
２
―

７
３
１
７

町
民
課
か
ら

　

国
民
年
金
保
険
料
は
所
得
税
法
お

よ
び
地
方
税
法
上
、
社
会
保
険
料
控

除
と
し
て
そ
の
年
の
課
税
所
得
か
ら

控
除
さ
れ
、
税
額
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。

　

控
除
の
対
象
は
、
平
成
30
年
１
月

〜
12
月
ま
で
に
納
め
ら
れ
た
保
険
料

の
全
額
で
す
。
過
去
の
年
度
分
や
追

納
さ
れ
た
保
険
料
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
ご
自
身
の
保
険
料
だ
け

で
は
な
く
、
ご
家
族（
配
偶
者
や
お

子
様
等
）の
国
民
年
金
保
険
料
を
支

払
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
保
険
料
も

合
わ
せ
て
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
30
年
中
に
納
付
し
た

国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
、
社
会

保
険
料
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、

年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
行
う
と
き

に
、
領
収
証
書
な
ど
保
険
料
を
支

払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
添

付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
平
成
30
年
１
月
１
日

か
ら
10
月
１
日
ま
で
の
間
に
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
は
、 

11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら

今
月
の
年
金
出
張
相
談

（
予
約
制
）

 

○
10
月
18
日
㈭

　

 

10
時
〜
15
時
30
分

　
 

（
城
辺
商
工
会
館
２
階
）

問
合
せ　

　

宇
和
島
年
金
事
務
所

　

お
客
様
相
談
室

　

℡
０
８
９
５
―

２
２
―

５
５
６
９

　

電
話
受
付
対
応
時
間

　

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
が
送
ら
れ
ま
す
の

で
、
申
告
書
の
提
出
の
際
に
は
必
ず

こ
の
証
明
書
ま
た
は
領
収
証
書
を
添

付
し
て
く
だ
さ
い
。（
９
月
下
旬
〜

10
月
上
旬
に
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
一
部

の
方
は
、11
月
中
旬
頃
送
ら
れ
る
予

定
）

　

ま
た
、
平
成
30
年
10
月
２
日
か
ら

12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、
今
年
は
じ

め
て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
ら
れ

た
方
へ
は
、
翌
年
の
２
月
上
旬
に
送

ら
れ
る
予
定
で
す
。）

　

税
法
上
と
て
も
有
利
な
国
民
年
金

は
、
老
後
は
も
ち
ろ
ん
不
慮
の
事
故

な
ど
万
一
の
と
き
に
も
心
強
い
味
方

と
な
る
制
度
で
す
。
保
険
料
は
納
め

忘
れ
の
な
い
よ
う
キ
チ
ン
と
納
め
ま

し
ょ
う
。

問
合
せ

　

宇
和
島
年
金
事
務
所

　

国
民
年
金
課 

℡
０
８
９
５
―

２
２
―

５
３
４
４

　

町
民
課 

℡
７
２
―

７
３
０
０

　

日
本
舞
踊
「
若
紫
乃
の
会（
前
田

ア
イ
子 

会
主
）」
主
催
に
よ
る
チ
ャ

リ
テ
ィ
ー「
若
紫
乃
の
会
発
表
会
」が

開
催
さ
れ
、
集
ま
っ
た
５
２
７
７
０

円
の
募
金
が
子
ど
も
た
ち
の
教
育
に

活
用
し
て
ほ
し
い
と
町
教
育
委
員
会

に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
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貝
殻
ア
ク
セ
サ
リ
ー
作
り
体
験
者
募
集
！

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
員（
補
助
員
）を
募
集
し
ま
す

「
認
知
症
」に
つ
い
て
一
緒
に
学
び
、
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
！

愛
南
町
登
録
統
計
調
査
員
を
募
集
し
ま
す

企
画
財
政
課
か
ら

農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら

　

愛
南
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
推

進
協
議
会
で
は
、「
貝
殻
を
使
っ
た

ア
ク
セ
サ
リ
ー
作
り
」
の
体
験
者
を

募
集
し
ま
す
。
ヒ
オ
ウ
ギ
貝
を
使
っ

た
カ
ラ
フ
ル
な
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
作

り
ま
せ
ん
か
。

日
時　

11
月
10
日
㈯

　
　
　

10
時
か
ら

場
所　

農
家
民
宿
「
花
ご
よ
み
」

　
　
　
（
城
辺
甲)

定
員　

10
人（
先
着
順)

　
　
　

※
５
人
未
満
の
場
合
は
中
止

体
験
料　

１
人　

１
０
０
０
円

申
込
締
切　

10
月
26
日
㈮

問
合
せ　

　

農
業
支
援
セ
ン
タ
ー

℡
７
２
―

７
３
１
１

保
健
福
祉
課
か
ら

　

平
成
30
年
度
途
中
ま
た
は
、
平
成

31
年
度
４
月
か
ら
働
け
る
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
支
援
員（
補
助
員
）を
募
集

し
ま
す
。

採
用
予
定
数　

３
名
程
度

応
募
資
格

　

保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
、
教

員
と
な
る
免
許
状
を
有
す
る
者
。

　

ま
た
は
、
児
童
の
健
全
育
成
お
よ

び
指
導
に
熱
意
を
持
ち
、
心
身
共
に

健
全
な
者
。

応
募
期
間

　

10
月
31
日
㈬
ま
で
の
執
務
時
間
中

　

応
募
方
法
や
勤
務
場
所
、
賃
金

等
、
詳
し
く
は
保
健
福
祉
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ 

　

保
健
福
祉
課 

℡
７
２
―

１
２
１
２

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら

　

認
知
症
は
決
し
て
他
人
事
で
は
な

く
、
歳
を
と
っ
て
い
く
自
分
自
身
や

家
族
の
身
近
な
問
題
で
す
。
認
知
症

に
な
っ
て
も
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、

安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
に
は
、
住
民

一
人
ひ
と
り
が
認
知
症
の
こ
と
を
正

し
く
理
解
し
、
地
域
全
体
で
認
知
症

の
人
や
そ
の
家
族
を
や
さ
し
く
見
守

り
、
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
こ
と
が
大

切
で
す
。

　

次
の
と
お
り
「
認
知
症
学
習
会
」

を
開
催
し
ま
す
の
で
、
皆
さ
ま
お
誘

い
合
わ
せ
の
う
え
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

日
時

　

10
月
11
日
㈭　

13
時
30
分
〜
15
時

場
所　

僧
都
公
民
館

内
容　

講
話
「
認
知
症
に
な
っ
て
も

安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
に
」    

講
師　

御
荘
診
療
所

　
　
　

長
野
敏と
し

宏ひ
ろ  

医
師

参
加
料　

無
料

（
直
接
、会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。）      

問
合
せ

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

　

℡
７
２
―

７
３
２
５

　

愛
南
町
で
は
、
統
計
法
に
基
づ
い

て
実
施
さ
れ
る
各
種
統
計
調
査
に
際

し
て
、
統
計
調
査
業
務
に
従
事
し
て

い
た
だ
け
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

　

興
味
の
あ
る
方
は
、
企
画
財
政
課

ま
で
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
な
お
、
調
査
員
登
録
の
際
に

は
、
調
査
員
証
明
書
に
添
付
す
る
写

真
を
撮
影
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
統
計
調
査
員
の
仕
事

　

調
査
員
事
務
説
明
会
へ
の
出
席
、

調
査
票
の
配
布
お
よ
び
回
収
、
調
査

書
類
の
審
査
な
ど
。
任
命
期
間
は
２

か
月
程
度
、
報
酬
は
従
事
す
る
統
計

調
査
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

問
合
せ　

　

企
画
財
政
課 

℡
７
２
―

７
３
１
７
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町の施策・情報をお伝えします。

町からのお知らせ

  

税
務
課
等
か
ら

10
月
納
税
等
の
お
知
ら
せ

町

県

民

税

3期分/
4期分

国

民

健

康

保

険

税

5期分/
10期分

介

護

保

険

料

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

4期分/
9期分

保

育

所

保

育

料

月末

下

水

道

使

用

料

　

町
税
を
滞
納
し
て
い
る
方
に
は
、

ま
ず
督
促
状
に
よ
っ
て
納
税
を
促
し

て
い
ま
す
。
町
税
を
滞
納
さ
れ
ま
す

と
、
本
来
、
納
め
る
べ
き
税
額
の
ほ
か

に
延
滞
金
が
か
か
り
ま
す
。

❶
町
税
等
、
住
宅
使
用
料
、
住
宅
共
益

費
、
駐
車
場
使
用
料
は
、
毎
月
、
当

月
分
が
月
末
に
振
替
と
な
り
ま
す
。

❷
上
水
道
使
用
料
の
振
替
日
は
毎
月

21
日
、
再
振
替
日
は
翌
月
の
10
日

で
す
。

※
該
当
日
が
休
日
の
場
合
は
翌
日
と

な
り
ま
す
。

予
防
接
種
で
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
を

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
を
実
施
し
ま
す

消
防
本
部
か
ら

保
健
福
祉
課
か
ら

　

こ
れ
か
ら
、
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
の
流
行
時
期
で
す
。

　

感
染
予
防
に
は
、
①
人
ご
み
に
近

づ
か
な
い　

②
手
洗
い　

③
う
が
い

④
マ
ス
ク
の
着
用
が
基
本
で
す
。

　

ま
た
、
予
防
接
種
が
有
効
で
す
。

接
種
後
、
ワ
ク
チ
ン
の
免
疫
が
で
き

る
ま
で
に
は
２
週
間
ほ
ど
か
か
り
ま

す
の
で
、
早
め
の
接
種
を
し
ま
し
ょ

う
。

　

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

　
　
　
　
　
　
　

予
防
接
種
事
業

対
象
者　

65
才
以
上
の
方

　

60
〜
64
歳
ま
で
で
病
気
に
よ
り
身

の
周
り
の
生
活
が
極
度
に
制
限
の
あ

る
方（
病
気
等
を
証
明
す
る
障
害
者

手
帳
や
主
治
医
の
指
示
書
が
必
要
で

す
）

接
種
期
間　

 

10
月
15
日
㈪
〜
12
月
31
日
㈪

接
種
料
金　

無
料

（
た
だ
し
、
事
前
に
申
込
み
が
必
要

で
す
）

　

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

　
　
　
　
　
　
　

費
用
補
助
事
業

対
象
者　

愛
南
町
に
住
所
の
あ
る
生

後
６
か
月
以
上
64
歳
以
下
の
方

補
助
額

　

接
種
料
金
実
費
負
担
額
の
う
ち
上

限
１
０
０
０
円
を
補
助

申
請
方
法

　

必
要
書
類
を
そ
ろ
え
て
城
辺
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
役
場 

保
健

福
祉
課
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類

①
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
補
助

金
交
付
申
請
書
兼
請
求
書

　
（
申
請
窓
口
に
あ
り
ま
す
）

②
医
療
機
関
が
発
行
し
た
領
収
書

（
原
本
に
限
る
）

　
（
接
種
者
氏
名
・
接
種
日
・
予
防

接
種
名
の
記
載
が
あ
る
も
の
）

③
印
鑑

④
振
込
口
座
の
わ
か
る
通
帳
な
ど

申
請
期
限　

予
防
接
種
を
受
け
た
日

か
ら
１
年
以
内

問
合
せ　

　

城
辺
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー  

　

℡
７
３
―

７
４
０
０
　

　

保
健
福
祉
課 

℡
７
２
―

１
２
１
２

　

受
講
希
望
者
は
、
所
定
の
申
込
用

紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
愛
南
町

消
防
本
部
へ
申
し
込
み
、
受
講
票
の

交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。（
受
講

定
員
50
人
に
な
り
次
第
受
付
を
終
了

し
ま
す
。）

日
時　
　

　

11
月
20
日
㈫　

10
時
〜
16
時

　

11
月
21
日
㈬　
　
　

〃

　

受
付
時
間 

９
時
30
分
〜
９
時
55
分

場
所　

　

愛
南
町
消
防
本
部 

２
階 

大
会
議
室

受
付
期
間  

　

10
月
８
日
㈪
〜
10
月
19
日
㈮

受
講
料

　

受
講
料
は
無
料
で
す
。
た
だ
し
、

受
講
の
際
「
防
火
管
理
講
習
テ
キ
ス

ト
」
を
使
用
す
る
た
め
、
テ
キ
ス
ト

代
金
３
７
０
０
円
が
必
要
で
す
。
テ

キ
ス
ト
は
当
日
会
場
で
の
販
売
と
な

り
ま
す
の
で
、
お
釣
り
の
要
ら
な
い

よ
う
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
な
お
、
領

収
証
が
必
要
な
方
は
、
受
付
の
際
に

申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

修
了
証
の
交
付　

講
習
の
全
課
程
を

修
了
し
た
者
に
、
修
了
証（
防
火
管

理
者
資
格
証
）を
交
付
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
愛
南
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

問
合
せ　

　

愛
南
町
消
防
本
部

　

庶
務
課
予
防
係℡

７
２
―

０
１
１
２
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アカデミー

保育所給食の展示を行っています!

食育

就
労
支
援
の
た
め
の
パ
ソ
コ
ン
教
室
を
開
催
し
ま
す

就
職
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら

↑展示の様子

　愛南町の町立保育所で、当日の給食（実物）を展示
しています。以前から、保護者の方から「献立表だ
けでは、子どもたちがどれくらい給食を食べている
のかわからない」といった声があったことや愛媛
県内の保育所で給食の展示が行われていることもあ
り、平成 25年 6月から、展示を始めました。（7月
から 9月は衛生上の関係で写真での展示）
　毎日、展示を見て帰る保護者がいたり、「量や内
容もわかりやすくてとてもよい」などの声がきかれ
たり、とても好評です。その他、食育活動として、
食に関するお話やぎょしょく教室、柑橘学習会、クッ
キング、野菜づくり、レストランごっこなどを行っ
ています。今後も子どもたち、そして保護者の食へ
の興味が高まるようにいろいろな食育活動を行って
いきたいと考えています。

 7～9月 ↓

　うみらいくキッチンでは、愛南町で獲れた魚介類を
使って様々な料理教室を開催しています。今回は、地
元で干物作りの老舗を営む西口 弘

ひろし

さん（武久海産）
を講師に迎え、「おいしい干物づくり教室」を開催しま
す。干物の塩加減や魚の処理
の仕方などプロのテクニック
を学びます。初めて魚をさば
く方も大歓迎です。ご家族、
ご友人などとこの機会にぜひ
ご参加ください。
○日　時：10月28日㈰  10：00～13：00
○内　容：魚のさばき方、干物づくり講習、調理、試食
○募集人員：15名（先着順・定員になり次第締め切ります。）
○場　所：うみらいく愛南（旧西浦小学校）
○準備物：エプロン、三角巾　○参加料：500円
○申込み・問合せ：役場西海支所　水産課℡82－1376

　

就
職
・
再
就
職
・
転
職
を
考
え
て

い
る
方
の
た
め
の
パ
ソ
コ
ン
教
室
を

次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

日
程　

計
６
回　

11
月
26
日
㈪
、
30

日
㈮
、
12
月
３
日
㈪
、
７
日
㈮
、
10

日
㈪
、
14
日
㈮

※
時
間
は
す
べ
て
19
時
〜
21
時
の
２

時
間
で
す
。

場
所　

城
辺
公
民
館

内
容　

ワ
ー
ド
、
エ
ク
セ
ル
を
中
心

に
案
内
文
の
作
成
か
ら
表
計
算
や
作

表
な
ど
、
初
級
か
ら
中
級
者
を
対
象

に
し
た
内
容
で
す
。

応
募
資
格

・
就
職
等
の
た
め
に
勉
強
さ
れ
る
方

・
全
コ
マ
受
講
で
き
る
方
で
、
ま
じ

め
で
熱
心
な
方

・
ロ
ー
マ
字
入
力
が
あ
る
程
度
で
き
る
方

定
員　

８
人
程
度

費
用　

無
料

応
募
締
切　

11
月
12
日
㈪
ま
で

申
込
み
・
問
合
せ

  

就
職
支
援
セ
ン
タ
ー 

℡
７
２
―

１
２
４
４

うみらいくキッチン
～おいしい干物づくり教室～


